
2018 年 6 月の大阪府北部を震源とする地震においてブロック塀等の倒壊により尊い命が失われたことを踏

まえ、耐震改修促進法施行令等が改正され、耐震診断の義務付け対象に避難路沿道の一定規模以上のブロック

塀等が追加されました。本協会では、国土交通省、国土技術政策総合研究所及び建築研究所の協力の下、2018

年 12 月に「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」を作成し講習を実施しました。 

2020 年 3 月以降、大阪府、東京都、愛知県、岡山県などにおいて、順次義務化が開始されていることから、

昨年度に引き続き、今年度も、WEB での講習を開催することとしました。ブロック塀等の耐震診断・改修に幅

広く活用が可能な内容となっていますので、これまで会場が遠く受講できなかった方も是非ご受講ください。 

■本講習を修了した建築士*)及びブロック塀診断士（（公社）日本エクステリア建設業協会の資格)は、診断が
義務付けられたブロック塀等の耐震診断を行うことができます。

■本講習は建築士継続能力開発（CPD）制度認定講座（予定）です。

■本講習は(一社)日本建築構造技術者協会のJSCA建築構造士登録更新のための評価点対象講習会(予定)です。 

*) RC 造又は SRC 造耐震診断資格者である一級建築士又は二級建築士は、本講習の修了の有無にかかわらず診断義務付けブロック塀等
の耐震診断を行うことができます。 

１．講習・申込概要 

WEB 受講：インターネットを利用し、受講期間中に各自のコンピューター等で受講していただきます。 

受講期間： 令和 3年 7月 21 日（水）～ 8 月 20 日（金） 

申込期間： 令和 3 年 6 月 1 日（火）～ 30 日（水） 

※申込者手続き終了者に、ログイン ID・PW 及び視聴ページの URL をメールにより送付します。

２．プログラム（予定） 

科 目 講 師 

関連制度の解説 （15 分程度） 国土交通省担当官 

既存ブロック塀等の耐震診断基準 ほか （70 分程度） ブロック塀等の耐震診断基準

作成委員会 委員 既存ブロック塀等の耐震改修設計指針 ほか （90 分程度） 

３．受講対象者 どなたでもご受講できます。ただし、受講修了証の対象は一級建築士、二級建築士、

木造建築士及びブロック塀診断士のみです。 

４．受講料（テキスト代別） 6,000 円（税込） 

５．テキスト及びテキスト代 既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説 

発行：(一財)日本建築防災協会 2,970 円（税込） 

６．後援（予定） 

日本建築行政会議、（一社）日本建築学会、（公社）日本建築士会連合会、（一社）日本建築士事務所協会連合会、

（一社）日本建築構造技術者協会、（一社）日本建設業連合会、（公社）日本建築家協会、（一社）全国建設業協会、

（公社）日本エクステリア建設業協会、（一社）住宅生産団体連合会、全国建設労働組合総連合、(一社）住宅リフ

ォーム推進協議会、（一社）全国建築コンクリートブロック工業会、(一社）日本 DIY・ホームセンター協会、（公財）

住宅リフォーム・紛争処理支援センター、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会、建築物防災

推進協議会 

７．受講申込方法 

本協会ＨＰ（http://www.kenchiku-bosai.or.jp）にアクセスしてください。 

本協会トップページ ⇒ 講習・検定 ⇒ 既存ブロック塀等耐震診断講習サイト ⇒ 受講申込

※WEB講習の視聴環境等は『既存ブロック塀等耐震診断講習サイト』の「受講案内」を

ご確認ください。 

主催 
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-3-20 虎ノ門YHKビル3階 

TEL（03）5512-6451  FAX（03）5512-6455 

「既存ブロック塀等の耐震診断に関する講習（WEB 講習）」のご案内 

主催：一般財団法人日本建築防災協会 協力：国土交通省 

http://www.kenchiku-bosai.or.jp

